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概要

当庁は消防機関として世界有数の広大なエリアを管轄し、そのうち東京 23区という日本で最も人口が多

い地域を総合指令室が受け持っていることから、当該所属に勤務する指令管制業務従事職員(以下「指令室

勤務員j としづ。)一人ひとりが身に付けなければならない知識及び技術は、専門的で多種・多岐にわたる。

また、毎年増加し多様化する 119番通報に対し指令室勤務員は、的確・迅速な判断と対応を求められてお

り、勤務時間中は常に緊張状態にあるため、指令室勤務員の疲労度は相当高いことが予想される。

そこで、本検証では勤務環境調査として指令室勤務における負担要因の種類と勤務環境に求められている

改善点の解明を第一の目的とし、疲労感・睡眠状況調査として、疲労感の実態及び疲労回復に欠かせない睡

眠の実態と改善点の解明を第二の目的としている。

主な結果は、以下のとおりである。

1 勤務環境調査から、指令室業務そのものに対する負担がおおきく、疲労回復のための体制や施設の充実

が必要であることが明なった。

2 職場の人間関係に関したストレスの多さが明らかになった。

3 勤務年数が 5年以上の指令室勤務員の疲労感が著し く低く、多くの事案に対応、できるようになるには5

年程度の期間を要する専門性の高い職務であることが示唆された。

4 多くの職員が睡眠に関して満足していない状況が明らかになった。

5 仮眠時間帯として機能していない時間帯があることが示唆された。

1 はじめに

平成 16年度の東京消防庁総合指令室災害;被告、情報セ

ンター(以下、「指令室jと言う 。)の総通報件数は、約 141

万件、そのうち 119番受付件数は約 104万件となってい

る。 119番通報のうち、火災や救急等の災害受付件数は

約 75万件で、残りの約 29万件は災害以外の病院の問い

合わせ、応急処置の相談や間違い'屯話あるいは悪戯等の

通報となっている。一日当たりの平均にすると、総受付

件数は約 3，850件、 119番受付件数は約2，850件となり、

これらを 38~39 人の職員で処理していることから、 一

人一日当たりの平均にすると約百件の 119番通報を処

理しなければならない。1)

119番通報は、その特性から緊急性が高く、 生命に逼

迫した内容も多く見られ、それを屯話という音声のみの

伝達手段で即座に判断しなければならない総合指令室勤

務職員(以下、「指令室勤務員」としづ。Hこは、多大な責

任と緊張感が必要とされることは容易に想像できる。

一方当庁は、日本はおろか、消防機関としては世界有

数の広大なエリアを管轄し、そのうち東京 23区という

日本で最も人口が多い地域を指令室が受け持っているこ

とから、当該所属に勤務する指令室勤務員一人ひとり が

身に付けなければならない基本的な知識は、受け持ち区

域内全ての町丁名はもとより、それらの位置、管内全消

防署所の位置、主要な幹線道路状況、特殊対象物建物名、

全ての災害別の部隊運用方法、特殊な無線用語等は多岐

にわたり、しかも多大な量であり、一朝一夕で覚えられ

るものではない。

さらに近年は通報件数の増加に伴い通報の種類も多様

化し、その都度異なる対応が求められている。更には様々

ないたずら通報や苦情通報、緊急性の少ない通報等を処

理しながら、災害現場に速やかに部隊の投入を決定しな

ければならない。また、電話とし、う情報伝達手段を使用

していることから、音声のみで災害現場の正確な状況を

イメージし、どのような状況にも対応できる最適な部隊

運用を行わなければならず、専門的で高度な知識、細心

*活動安全謀、**健康管理室、***矢口消防署、****中央大学名誉教授

69 

消防技術安全所報　４３号（平成１８年）



の注意力及び正確な判断力が必要とされ、指令室勤務員

一人ひとりにかかる負担は相当のものであると思われる

東京消防庁では、以前から消防署勤務職員に指令室との

兼務職員制度を設け、指令室の状況や、業務内容、実態

を所属に理解を求めたり、指令室への異動を 1ヶ月早く

実施し、研修期間を設け OJTによる指導を行い、効果

測定等により適正を測る等の業務管理に努め、少しずつ

ではあるが状況の改善を図ってきており、一定の効果を

あげていると思われる。

しかし、依然として現場からの訴えもあり、現在の対

策のみでは十分であるかの検証はされておらず、指令室

勤務員の疲労度を視IJることは必要であると考えられる。

そこで活動安全課では、平成 16年度と 17年度の 2ヵ

年に渡り、指令室勤務員の勤務実態に関する調査を行っ

た。調査内容は、大きく分けて 2項目で、 1年目に勤務

環境調査を行い、指令室勤務における負担要因の種類と

勤務環境に求められている改詐点の解明を第一の目的と

し、 2年目に睡眠状況調査、疲労感調査を行い、疲労感

の実態及び疲労回復に欠かせない睡眠の実態と改善点の

解明を第二の目的とした。

2 勤務環境調査

質問紙調査により行った。

(1) 方法

ア面接調査

調査表作成のために、指令室における業務状況、職務

環境等を専門家を交え個人面接で聞き取り調査を行った。

(7) 対象者

消防司令 2名、消防司令補 2名、消防士長 5名、消防

副士長4名の計 13名。

(イ) 調査期間

平成 16年7月 28日から平成 16年 7月 29日まで。

大開l
災害事担急情相センヲー内環境

死語室恵'ii

仮眠重環境

勤務内容

業務面

質問項目

標光や照明の明晶菩について
空調について(室温、温度)
;両日目さ(ほこりゃにおい)について
作集空間の広さについて
モニヲーやデスヲ等の配置(レイアウト)につい
居心地(室内の色や議筒、雰囲鈍)について
瞳作盤の槽いやす舎について
気分転換について
くつろぎ患について
休贈室の場所について
休麹時間のnり方(まわし方)について
過ごし芳の自由膚について
施殴(シャワーや涜置所寄)の充実について
仮眠宣の場所について
仮眠重の広さについて
ベッドの敏.使用惑について
仮眠中の騒音について
仮眠中の人の出入りについて
仮眠時間の長さについて
空調について(室温、遺度)
指1>'きれている値陸路剖や掴蓄について
現行の勤務体制 (4御制)について
自動の拘束勤務時間の長さについて
夜勤の拘束勤務時間の長さについて
悲醤自の活動について
通組件敏について
人員配置について
教育体制について
特償、資格の活用性について
やりがいについて
肉体的値労惑について
緊張感について
責任について
指令室内における対人的ストレスについて
通鰻への応対に閲するストレスについて
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イ 質問紙調査

面接調査を基に質問紙を作成した。質問項目は表 lのと

おりである。質問紙の内容は、「災害:教念、情報センター内の

環境Jr休憩室環境Jr仮眠室環境Jr勤務内容Jr業務」に

ついてそれぞれ質問項目を設定し、「そう思う Jrどちらと

もいえないJrそう思わなしリの3件法で回答してもらった。

質問紙は対象者に直接配付し、記入時に事前の説明を

行い、記入後の質問紙は逓送で回収した。

(7) 対象者

総合指令室の消防司令以下の交替勤務に従事する職員

143名。

(イ) 調査期間

平成 17年 1月 25日から平成 17年 2月4日まで。

(2) 結果

ア 回答者の属性

平成 17年 1月 1日現在の年齢、階級、勤続年数、指

令室勤務通算年数(過去の勤務経験者はその合計年数)

は次のとおりである。年齢は 30代が最も多く、平均年

齢は 36.5歳であった。階級は消防士長が半数以上であっ

た。勤続年数は 10年以上 20年未満が巌も多く、平均勤

続年数は 15年 5ヶ月であった。指令室通算勤務年数は

2年未満が最も多く、指令室平均指令室勤務通算年数は

3年 5ヶ月であった。

イ質問紙

質問項目中選択肢に対して選択率が 50%以上あった

ものうち肯定的評価は表 2、否定的評価は表 3のとおり

である。肯定的評価に関するものが 2項目、否定的評価

に関するものが 19項目であった。

また、否定的評価の中で、「高い緊張の持続Jr強い責

任を課せられる業務Jr119番の応対にストレスを感じ

るJr疲労回復の施設は充実しているJr仮眠時間の長さ

は、業務による疲れを回復することができる長さだ」の

5項目が 80%以上の選択率であった。

表2 肯定的評価

歯定問咽Z頃E 人叡体1制適軍事
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に緊張感に包まれているためと推測される。

また、指令室勤務員は勤務中なかなか指令室外に出れ

ないため拘束感が強い。その為に勤務時間内において、

上述の負担を軽減し回復するための施設の充実やハード

面の雰囲気、休憩・休息の長さや順番などの体制強化の

必要性が明らかになった。

交替制勤務者の労務管理を考える上で重要なことは、

勤務者の健康的な生活の維持と向上であり、組織として

指令室勤務員の過度の負担や不満、ストレス要因の排除

等といった支援体制の確立は必要不可欠な対応であると

いえよう。

指令室勤務員の支援体制確立のためには、指令室勤務

員の増員による疲労負担の軽減、回復のための休憩時間

の延長、休憩室等の疲労回復のための施設を充実するこ

とは必要な対策であると考えられる。また、人間関係や

異動に対するストレス排除への一方策として、資絡管理

制度を導入することにより指令室勤務に適性ある職員を

育成し、優先的に配置することは職務への適性を見極め

るためにも効果的であると考えられる。

本検証の結果からは、指令室勤務員が緊張感や責任の

強さ、通報対応等の業務内容に関係した要因に高い負担

を感じていることが明らかになった。このことから、今

後は勤務中の疲労感と、その回復の手段である睡眠に焦

点をあてた検証を行い、問題点及び改善点の解明を行っ

ていく必要がある。

ウ 自由記述

自由記述の内容から、勤務環境に対する、長所、短所、

要望の 3つの分類があることが明らかになった。長所と

しては「やりがし、j を感じているとの回答が多かった。

短所としては、「ストレスJ特に人間関係に関するものが

多く、また、「学習量の多さJなど勤務内容に関するもの

も多かった。要望としては、「希望者の配置jや「適性の

見極め」など人事面に関することが多かった。図 1-1 

に長所、図 1-2に短所、図 1-3に要望に関するもの

をまとめた物をしめす。
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2 睡眠状況・疲労感調査

多くの指令室勤務員がその勤務の高い緊張感、責任感、

対人関係のストレスや、通報者応対のストレス、業務量

の多さ、必要な知識量の多さから、精神的、肉体的疲労

を訴えていることが、先の環境調査で明らかになった。

そこで本検証では、指令室勤務員の疲労感と疲労回復

に大きく影響のある睡眠状況を併せて調査するため、昼

動目前日から週休日までというーサイクルの流れでの睡

眠状況の調査し、また指令室勤務員の勤務中での疲労感

を時間の経過とともに調査をすることにより、指令室勤

務員の睡眠状況と疲労感、精神的ストレス等の特徴につ

いて検討する。

(1) 睡眠状況調査

睡眠時間調査質問紙(以下、「睡眠質問紙」という)と測

定器を使用した実態調査を行った。

ア 睡眠時間調査質問紙

指令室勤務員の勤務形態が、週休→昼勤(8・30'""'17・15)

→夜勤(16:00'"'"10:00)→非番→週休→昼勤→ーというサ

イクルになっているため、昼勤前夜から週休日までを「昼

勤出動前(前夜から)JI昼動日 JI夜勤日出動前JI夜勤時」

「非番目 JI週休日 Jと大別 し、これらをさらに 19項目

に分類し、それぞれの日について質問項目を作成し、睡

眠質問紙を独自に作成した。睡眠質問紙は対象者に直接

配付し、記入時に事前の説明を行い、記入後の睡眠質問
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( 3) 考察

質問紙調査の結果からは、多くの指令室勤務員が勤務

中の緊張感や責任感を始めとする業務内容に対して最も

負担を感じていることがあきらかになった。また自由記

述からも、通報者の態度や学習量の多さなどの回答が多

く見られ、要望関係として希望者の配置や経験者の再配

置、適性の見極めなどの要望が多いことからも、指令室

業務が消防業務の中でも特殊であり、専門性も高いこと

が伺える。

さらに、質問紙及び自由記述から一部の指令室勤務員

が指令室内の人間関係において負担を感じていることが

明らかになった。このことも、指令室業務が高い負担を

伴っていることにより、指令室内の雰囲気そのものが常

短所関係

要望関係図 1-3

図 1-2



紙は逓送で回収した。

昼勤日の勤務は 8時 30分から 17時 15分である。夜

勤日の勤務は 16時00分から翌 10時 00分である。休息・

休憩時間は A~D 班の 4 個班に分けて順番に取っている。

昼食は 11時 30分より 45分ずつ 3グループに分けてl順

番に取っている。夜勤日の仮眠時聞は表 lに示すとおり

で班毎に 21時 00分から 2時間半ごと順香に取っている。

(ア) 睡眠質問紙の内容構成

a フェイスシート

指令宅勤務員の年齢、階級、勤続年数、指令宅勤務(延

べ)年数(以上平成 17年 4月 1日現在)、交持制勤務通算

年数(記入日現在)についてたずねた。また、睡眠に関し

ての悩みや問題点、睡眠薬使用や医師相談の有無につい

てもたずねた。

b 昼勤出勤前(前夜から)

昼動出勤前については、前夜の就寝時刻やその状況、

出動日朝の就寝時刻変化の有無とその時刻、目覚めの状

態についてたずねた。

C 昼勤日

昼鎖!勤務中において眠気を催すかの有無及びその時刻

帯、昼動後の就寝時刻変化の有無とその時刻についてた

ずねた。

d 夜勤日出勤前

夜勤日出勤前については、起床時刻の変化の有無とそ

の時刻、夜勤時の仮眠開始による起床時刻の変化の有無

とその時刻、出勤前の尽問睡眠の有無、仮眠開始時刻に

よるその長さや時刻の変化の有無についてたずねた。

e 夜勤時

夜勤時については、仮眠時刻帯別の睡眠状態と、仮眠時

刻帯別による眠気を催す時刻帯についてたずねた。

f 非番目

非番目については、夜勤後の昼間睡眠の有無と長さ 、

前夜勤の仮眠時刻帯による昼間睡眠の変化や時間、夜の

就寝時刻の変化の有無とその時刻、寝つきについてたず

ねた。

g 週休日

週休日については、起床時間の変化の有無とその時刻、

目覚めの状態、昼間睡眠の有無、最近 4-5回の週休日

に行ったことについてたずねた。

表 1 各班仮眠時間
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(イ) 対象者

指令室勤務員で消防司令補以下の階級の者 143名。有

効回答率は 74.8%で、あった。

(ウ) 調査期間

平成 17年 7月 12日から平成 17年 7月 31日まで。

イ 睡眠実態調査

既存の測定器を活用し、指令室勤務員の夜勤仮眠時聞

における睡眠時間、実眠睡眠時間、睡眠効率を測定した。

本検証に用いた睡眠と覚醒の判定方法はアクチグラム

(活動:bl計調IJ)を用いた方法(以下「アクチグラム法J

と|呼ぶ)である。ア クチグラムとは活動量の記録のこと

を指す。活動量とは簡単に言えば体を動かしている量の

ことであり、万歩計も広い意味で活動量を測定している

アクチグラムとも言える。

一般的にアクチグラム法を用いた睡眠の測定は手首に

測定器を装着してもらい体動を計調11し、活動1.1の低下に

よって睡眠を判定評価するものである叱

(ア) 使用測定器

アクティウオッチ (MINI MITTER社製)を使用した。

サンプリ ング レイト 32Hz、加速度分解能 O.OIGであった.

(イ) 測定方法

測定器は腕時計タイプの小型の医療機器で、これを仮

眠休憩時に装着しても らい、仮眠休憩交代時に申し送り、

次の者に装着 してもらう方法をと った。指令室に出向し、

測定器の使用方法並びに測定方法ついて説明した。

測定器は全部で 8台あり、 1勤務に 8名X4交代=計

32名の睡眠実態を測定した。あらかじめ番号をふり、就

寝前と起床後に資料5の表に記入してもらうことにより、

それぞれの測定器で、日付別、仮眠時間帯別に装着した

者の性別、年齢、就寝時刻、起床時刻が分かるようにし

た。

(ウ) 調査対象

指令室勤務員で消防士長以下の階級の者 112名

(エ) 調査期間

平成 17年 10月 24日から平成 17年 II月 6日まで。

ウ結果

(ア) 睡眠質問紙

80%以上の指令室勤務員が睡眠に問題あると回答して

いる。また、「困っているJrもっと良し、睡眠がとりたい

と思うJと回答した指令室勤務員の睡眠の問題点、は表 2

のとおりである。

睡眠薬に関しては「たまに使用するJ5.7%、「し、いえJ

94.3%で、「し、つも使用しているJと回答したものは 0%

であった。さらに睡眠のことで、入庁してから医師に相

談したことのある者は、「この 1年間のうちに、相談し

たことがあるJ3.8%、「相談したことは無し、」が 96.2%

であった。

表2 睡眠問題点

5.0 10.0 15.0 ~.O 25.0 30.0 35.0 ・0.0 ・"田o
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昼勤日の目覚めの状況で、何らかの困難を感じている

指令室勤務員は 80%以上であった。

夜勤日に関しては、起床時聞が一定でない指令室勤務

員が半数以上であり、一定であると回答した者は 70%以

上が 9時台以前に起床しているのに対し、 一定でない者

は 80%弱の者が 10時台以降に起床していた。また、出

勤前に昼寝をしている者も「し、つもする Jrたまにするこ

とがあるj と回答した者をあわせると、半数以上であっ

た。

仮眠時間別の睡眠状況は図 1のとおりである。 A班に

ついては、多くの者が眠っていなかった。また、「仮眠室

に行かなしリはA班のみにみられた。B斑については、

「横になるが眠れなし、J58.4%、以下 C班、 D班につい

ては、それぞれ 8.5%05.7%と減っていき、逆に「よく

(かなり)眠れるjがA班から11慣に 2.2%、5.3%、18.0%、

40.8%と増えていることが見受けられた。

非番の昼寝の有無は r"、つも睡眠をとるJ43.5%、Iと

ることが多いJ33.7%、「とることは少なしリ 15.4%とな

り、 fとらなし、jはわずか 5.8%であった。また、 88%以

上が 12時以降に昼寝を取っていた。昼寝時間としては

65%以上が 2時聞から 4時間であった。

週休日の起床状況は「し、つもはっきり目が覚めるJ

13.2%、「時々自が覚めにくいときがある J55.7%、「し、

つも眠くて目が覚めにくし、J29.2%であった。また過半

数の者は起床時刻が一定でなかった

図 1 仮眠時間帯男IJ睡眠状況

(イ) 睡眠実態調査

班男Ij睡眠従事率は、 A班の場合半数以下であったが、

他の班は 100%であった。また、睡眠時間の平均も他の

班が 2時間前後眠っていたのに対し、 30分程度であり、

A班のみ大きく異なっており、他班と有意な差で睡眠時

聞が短かった。Bから D班はほとんど差がなかった。

測定結果は表 3のとおりである。表中の睡眠時間は自

己申告時間である。実際睡眠は測定器で測定し、睡眠時

間と判定された時間である。睡眠効率は睡眠時間を実際

.睡眠時間で除した値である。

エ考察

(ア) 自宅での睡眠について

指令室勤務員の約 3/4が自宅でとる睡眠について‘満足

していない状況がうかがわれる。夜勤明けは夜勤の疲労
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を帰宅後の昼間睡眠で、補っているわけであるが、人聞に

表3 班別睡眠状況

従事 従事者 睡眠 実際 睡眠

N 者数 率 時間 睡眠 効率

A班 28 12 42.9% 0・33 0・29 88% 

B班 28 28 100.0% 1 :57 1:34 80% 

C班 28 28 100.0% 2:02 1:43 84% 

D班 28 28 100.0% 2:00 1:45 88% 

dEb3h量ロヰ1 112 96 85.7% 1:38 1:23 85% 

はもともと概日リズム(人間の体内に形成されている生

理的な約 24時間のリズム)が備わっており、昼間は身体

機能が高くなっているため、生理的には睡眠に適してい

ない。また、昼間は社会全体が活動しているため、騒音、

日照、温熱等環境面においても睡眠に適していない。更

に社会的・文化的活動によって時聞がさかれることなど

の要因が加わり 、その結果、指令室勤務員は量的にも質

的にも睡眠が不十分と なり 3)、満足な睡眠が得られてな

い可能性が示唆された。指令室勤務員は質の良い十分な

睡眠を取るための対策を取る必要があると考えられる。

また、睡眠薬をたまに使用する者、睡眠に関してこの

1年間のうちに相談したことはある者は、わずかである

が存在した。しかし、現段階において睡眠障害によ る疾

患を患っているものはいないことから、現在の 4交替で

夜勤が連続せず、自動→夜勤の遣い順と進む勤務体系は

一定の効果があると考えられる。

非番目は 8害IJ近くの指令室勤務員が九、つも睡眠をと

るJrとることが多し、Jを選択しており、夜勤の眠気を昼

間睡眠にて補っていたが、 88%以上が 12時以降に昼間

睡眠をとっていた。夜勤明けの睡眠はなるべく午前中の

早い時間に就眠することが望ましく、午後に眠ると概日

リズムが乱れやすく、睡眠不足が蓄積されてしまうこと

になる心とされていることから、夜勤開始時刻を早くす

る、超過勤務を減らす等を行うことにより、交替後速や

かに帰宅する環境を整える必要がある。

週休日にいつもはっきり目が覚めるものは、 15%弱し

かおらず、残りの者は時々、あるいはいつも目が覚めに

くい状況であり、また過半数の者は起床時刻が一定でな

かったことから、週休日まで概日リズムが乱れている可

能性が示唆された。概日リズムの乱れは様々な健康障害

に発展する可能性があることから、指令室勤務員は、夜

勤で乱れた概日リズムの乱れは出来るだけ非番で回復さ

せ、週休の中味を充実させることにより、次の勤務に備

えることが望ましい。

(イ) 仮眠について

夜勤の仮眠時間帯では、睡眠質問紙から A班になった

場合、ほとんどの者が仮眠をとっていない状況であり、

A班は仮眠休憩時間として機能していなかった。また、



測定器を用いた睡眠調査からも、 A班の睡眠従事者率は

他の B~D 班と比べ有意に少なく、また、睡眠従事者の

中で睡眠時間、実際睡眠時聞を比較したところ、どちら

も A 班が他の B~D 班よりも有意に少なかった。 B-D

班は、全員が睡眠しており、全員 2時間程度眠っていた。

この結果は睡眠質問紙調査の結果と概ね一致しており、

睡眠実態調査の面からもA班は仮眠時間帯として機能し

ていなかった

これはA班時間帯では指令室勤務員も眠気を感じてお

らず、眠らずに過ごしていると考えられる。したがって

A班に指定された場合、指令室勤務員の多くは、実質徹

夜勤務をしている状況である。一方、他の B~D 班に指

定されたほとんどの者は仮眠休憩時間帯に仮眠をとって

おり、これらは仮眠休憩時聞として機能していた。 B~D

班については、夜勤における仮眠時聞が 2時間以上必要

であるとされていることから町、最低限ではあるが基準

を満たしていた。

夜勤における仮眠は疲労回復効果があり、概日リズム

の乱れの緩和に効果がある 6)ことが様々な検証でいわれ

ていることと、深夜帯は通報件数が減少しているJ)こと

から、指令室勤務員の仮眠時間を現在の B~D 班に指定

する 3班体制の方が望ましい。しかし深夜帯は通報件数

が減少するものの、通報は一定量で入電するわけではな

く、現在の人員及び指令室勤務員の能力では、一度に休

憩に出せる人数には限界があると考えられる現在の状況

で 3班体制実施が可能か、あるいは実施のためにはどう

すべきかを検討する必要があると考えられる。

(ウ) 睡眠全体

全体としては、睡眠に関しては困っており、昼勤目、

夜勤日、週休日の目覚めに困難さを感じていることがわ

かった。自宅においては昼勤日の起床以外、起床時刻も

就寝時刻も一定でない者の割合が多く、睡眠欲求のまま

に眠るという印象である。概日リズムを意識せずに睡眠

欲求のままに眠ると概日リズムが乱れてしまい、更なる

睡眠障害につながる可能性もあることから、指令室勤務

員全般に正しい睡眠に関する知識と効果的な睡眠取得方

法の教養が必要と思われ、個人に合った睡眠取得方法の

確立が望まれる。

また、昼間睡眠環境の確立等には周囲の支援体制も不

可欠であることから、家族の理解も必要である。

( 2) 疲労感調査

質問紙を用いて調査した。質問紙は表面に基本情報と

「自覚症状しらべJ、裏面の作業感調査票に記入してもら

った。夜勤を中心とした結果について分析を実施した。

なお、対象者及び調査期間は睡眠質問紙と閉じである。

ア方法

(ア) 自覚症状しらべ

日付、記入時刻、現在の休憩時間の状況(作業前、夕食、

休憩中、仮眠前、仮眠後、朝食、作業終了後男IJ)をそれぞ

れ記入してもらい、自覚症状調べを記入してもらった。
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自覚症状しらベは、日本産業衛生学会・産業疲労検証

会が作成した「自覚的症状調査表Jを使用した。これは

30項目から構成されており、これらは 10項目ずつ、 I、

H 、凹群に分類される。 I群は「ねむけとだるさJ、H群

は「注意集中の困難J、凹群は「局在した身体的違和感J

の症状と考えられている。

30項目のトータルの訴え率及び各症状群別の訴え率

大小の比較をおこなった。また、症状群の訴え率の順序

関係のパターンにより、次のように自覚症状の出現様式

を類型化することができる。 11>凹>11 J一般型、 11> 
11>皿J精神作業型・夜勤型、「凹 >I>IIJ肉体作業型。

(イ) 作業感調査票

直前の作業に対しての感想を、 3者択ーの設問形式に

して、大きく分けて 3 項目(A~C)記入してもらった。な

お、質問項目であるが、勤務員環境調査において行われ

た面接調査、質問紙調査の自由記述の結果をもとに、専

門家の助言を受け作成した。

項目 Aは、直前の作業の全体状況についての設聞を一

つ設け、 11.作業は順調だったJ、12順調とはいえなかっ

たん 13ーなんともいえなし、(よくわからない)Jの中から回

答してもらった。以後この項目を「作業感Jと述べる。

項目 Bは、直前の作業中に感じた精神的ストレス等に

対し設聞を 15設け、 11あったJ、12少しはあったJ、13.

なかったJの中から回答してもらった。以後この項目を

「作業中感Jと述べる。

項目 Cは、直前の作業終了後に感じているストレス等

に対し設聞を 15設け、 11.あったJ、12.少しはあったJ、

13なかったJの中から回答してもらった。以後この項

目を「作業後感Jと述べる。

(ウ) 集計方法

集まった質問紙を、作業前、夕食時、休憩(仮眠前)、

仮眠直前、仮眠直後、休憩(仮眠後)、朝食時、作業終了

後とわけ集計をおこなった。また、各休憩時間等に全員

が質問用紙を書いていなかったことと、休憩(仮眠前)、

休憩(仮眠後)については、それぞれ複数回休憩を取った

場合、複数枚質問用紙記入が可能で、複数枚提出してい

る者がし、たことから、集計された休憩時間等ごとの質問

用紙の数は異なるものとなった。

イ 結果と考察

(ア) 自覚症状の訴え

昼勤よりも夜勤のほうが全体の訴え率が高く、昼勤の

自覚症状の出現様式のパターンが一般型で、あったのに対

し、夜勤は精神作業型・夜勤型であった。しかしどちら

も訴え率Hと凹の聞には大きな差はなかった。特に昼勤

においては時間帯によって I>II>IIIの精神作業型・夜

勤型となっていることもあった。

(イ)作業感

作業感は、夜勤の方が昼勤よりも「順調だ、ったJを選

択する者が多く、「順調とはいえなかったJを選択する者

は少なかった。疲労の自覚症状の訴えを考慮すれば、昼



動の作業のほうが順調であると考えがちである。これら

の原因としては、夜勤の通報件数が昼勤に比べ少ないこ

と、夜勤中は眠気に伴い記憶力も低下し、処理後の案件

についてはあまり気にかけられない等が考えられる。

全体的には昼動夜勤とも時間経過とともに「順調だっ

たjを選択する者の割合が減少し、「順調とはいえなかっ

たj を選択する者は増加する傾向であった。このことか

ら疲労が溜まってくると作業をうまく処理できなくなっ

ている状況が考えられる

(ウ) 作業中感

休憩仮眠後においては仮眠直前よりも多くの項目で

「あったj を選択している者の割合が減少していた。こ

のことから、仮眠が一定の効果があったと考えられる。

逆に「少しは会ったj を含めると、訴えた者の割合が培

加している項目がみられるが、仮眠による作業の中断で、

作業がリズムに乗れていない等の原因が考えられる。

(エ) 作業後感

休憩仮眠後においては仮眠直前よりも多くの項目で

「あったj を選択している者の割合が減少しており 、仮

眠によりストレスや疲労が緩和されたことが示唆された。

眠りや休息に対する項目において「あったJr少しはあ

った」を選択する者の蓄1]合が非常に高く、生理的に厳し

い勤務であることがいえる。

(オ) 年数別クロス集計

年数別疲労感では、自覚症状の訴え率において、昼勤

夜勤とも 1年以上 2年未満の者が最も高いが、その後年

数を経験するとともに減少していた。このことは、1年

目を過ぎると仕事内容を徐々に覚えてくる分、失敗の状

況等、様々なことを考えてしまい、疲労を溜めている状

況が考えられる。

作業感においては、 1年未満が他の 3群と比べ、昼動

夜勤とも「作業は順調だった」を選択した者の割合は著

しく少なかった。このことから、指令室での仕事をある

程度覚えるのに最低 1年程度必要とされることが示唆さ

れた。

また、作業中感、作業後感において「あったj と f少

しはあった」の訴え率の和は、 5年以上が他の 3群と比

較すると、昼勤夜勤とも著しく少なかった。このことは、

指令室で精神的ストレス等をあまり感じないで勤務でき

るようになる、すなわち、都民の様々な通報に自信をも

って迅速確実対応しできるまでに 5年程度の期間を要す

る非常に専門性の高い職務であることが示唆された。

3 結論

多くの指令室勤務員が現在の自宅の睡眠に満足してい

ない。睡眠は人聞が生命を営む上で最も重要なことであ

り、十分な睡眠が得られなければ様々な健康障害に発展

する可能性がある。 しかし、効果的な睡眠取得法に関し

てまだ不十分である可能性もあることから、指令室勤務

員に正しい睡眠に関する知識と効果的な睡眠取得方法の
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教養が実施し、個人に合った睡眠方法の確立が望まれる。

庁として睡眠に関する冊子等を作成すれば、指令室員以

外の救急隊員、ポンプ隊員等の交替制勤務員にも活用で

きる。

また本検証において仮眠後の作業中感、作業後感にお

いての精神的ストレス等が減少したことから、本検証に

おいても仮眠の効果が認められ、夜勤においては仮眠の

取得が望ましいといえる。したがって先に述べたとおり、

現在の B'"'-'D班に指令室勤務員の仮眠休憩時間を指定す

る 3斑体制の方が望ましい。 3班体制実施が可能か、あ

るいは実施のためにはどうすべきかを検証する必要があ

ると考えられる。またこの場合、現在の 2時聞という仮

眠の長さが適正かも検討する必要があるのではなかろう

か。その際、指令室勤務員の負担噌にならないようにす

る注意が必要である。

次に指令室勤務員の疲労要因であるが、指令室勤務は

専門性の高い勤務であるが、本検証で有効回答した指令

室勤務員の基準日現在(平成 17年4月1日)の指令室勤務

平均年数は約 2年 11ヶ月であり、今回の作業中感、作

業後感の調査で精神的ストレス等が少なかった 5年以上

に大きく足りない。このことから、知識、技術、経験が

不足するため、指令室勤務員の負担が大きくなっている

と考えられる。今後は技術認定制度を設ける、研修を更

に充実させる、またその際に適正を判断する、所属昇任

を実施する等の対策が必要と考えられる。
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Inspection Verification Regarding the官orkingConditions 

of the Command and Control Center Personnel 

Tomohiro KatoぺYutaYoshida *ラ SatokoKimiduka * ，Ayako Takahashi *ぺ日iroshiOchiai * *ぺ

Issei Hidaka *， Yukimori ShimohataへYoshioSaito * * * * 

Abstruct 

The Tokyo Fire Department has under its jurisdiction one of the largest areas in the world as a fire 

department， and the command and control center is in charge of thc 23 wards in Tokyo， which is the 

most populous region in Japan. Therefore， the knowledge and skills that all personnel working in the 

command and control center (referred to as the command and control center personnel hereinafter) have 

should b母 bothtechnical and diverse. 

Moreover， the command and control center personnel are required to make prompt and pr母clse responses 

to and decisions relating to the reports made to 119， which in turn are increasing and diversifying 

every year. The personnel are in a state of strain during working hours， so their level of fatigue 

is expected to be very high. 

Thus， the first objective of this verification is to cl呂rifythe causes of strain and the improvements 

that need to be made in the working environment. The second objective is to clarify the actual condition 

of fatigue and of sleep， which is indispensable for recovering from fatigue， and to clarify how their 

quality of sleep can b母 improved.

The main results are as fol10ws: 

1 Inspections of the working environment indicated that the work at the command and control center 

itself is stressful， and systems and facilities must be implemented to help the personnel recover from 

their fatigue. 

2 It became evident that there was a lot of stress regarding the relationships at the workplace. 

3 The level of fatigue of the command and control center personnel working for more than five years 

is remarkably lo~ indicating that this is a highly professional workplace where it takes about five 

years to become able to handle many cases. 

4 It became clear that many personnel are not satisfied with sleeping conditions. 

5 It was indicated that there are periods of time which are not functional as napping periods. 

コド Operational Safety Section * *Health Care Office * * *Yaguchi Fire Station * * 本 *University of Chuo 
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